
みらい創生取組一覧

改革項目 着手事項 目指す姿 取組 取組指標 取組状況への評価・課題 今後の取組方針

令和５年度（実績） 令和６年度（実績） 令和７年度（見込） 指標 令和５年度（実績） 令和6年度（実績） 令和７年度（見込）

1 1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

・総合戦略に基づき進捗
管理を行う具体的な施
策・事業数

4４件 4６件 ４６件

・人口の社会増減数 プラス２５8人 プラス６４４人 未定

2 1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

・「エコハウス補助金」補
助件数

172件 168件 224件

3-(4)　補助
金の適正化

・「民間事業者省エネル
ギー設備等導入事業費
補助金」補助件数

２件 3件 3件

・「集合住宅省エネルギー
補助金」補助件数

１件 0件 2件

3 1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

がん対策事
業の更なる
充実

・がん検診受診率 肺がん　男6.9％、女
13.8％
胃がん　男7.1％、女
9.4％
大腸がん　男5.2％、
女11.4％
子宮頸がん　25.2％
乳がん　17.3％

肺がん　10.2％
胃がん　7.9％
大腸がん　8.1％
子宮頸がん　25.7％
乳がん　18.1％

やや増加する見込み

・がん精密検査受診率 ※4年度実績値
肺がん　93.7％
胃がん　98.2％
大腸がん　84.1％
子宮頸がん　93.0％
乳がん　97.8％

※5年度実績値
肺がん　94.1％
胃がん　97.9％
大腸がん　83.5％
子宮頸がん　92.8％
乳がん　94.6％

やや増加する見込み

4 1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

・市立就学前児童施設の
数

26施設 26施設 25施設

3-(5)　外部
化の推進

3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

財政効果額 186,839,000円 223,466,000円 267,515,000円
5 1-(3)　交流

人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

企業主導型
保育事業の
活用

・今後も保育需要の増加が見込
まれる中で、本事業における地
域枠等を活用し、歳出の抑制を
図りながら、利用保留児童の解
消に努める。

・事業者による利用保留児童の
受入れ及び病児保育の実施、小
規模保育事業所の連携施設とし
ての活用促進、認可保育施設従
事者（従事予定者）の児童の受入
れ促進、及び相談窓口での案内
促進。

・事業者による利用保留児童の
受入れ及び病児保育の実施、小
規模保育事業所の連携施設とし
ての活用促進、認可保育施設従
事者（従事予定者）の児童の受入
れ促進、及び相談窓口での案内
促進。

・事業者による利用保留児童の
受入れ及び病児保育の実施、小
規模保育事業所の連携施設とし
ての活用促進、認可保育施設従
事者（従事予定者）の児童の受入
れ促進、及び相談窓口での案内
促進。

・市と協定を締結した事
業実施施設数

3か所 3か所 3か所 ・定員枠にして8７枠の児童受入枠（病
児３名・病後児3名の保育受入枠含む）
を確保し、利用保留児童の受入れ及び
病児・病後児保育事業の実施が行われ
た。また、小規模保育事業所との連携
について、8枠の小規模優先枠を確保
し、加えて合同保育・合同研修の実施、
代替保育の提供等も行われている。

・取組を継続するとともに、認可保育
施設従事者（従事予定者）の児童につ
いて、各企業主導型施設において優先
的な受入れが可能である旨の周知を
行い、利用保留児童受入数の増加を
図る。

6 1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

安満遺跡公
園を活用した
にぎわいの
創出

・ポテンシャルの高い立地特性
をいかし、市民・企業等による
多彩なイベントや活動等が行わ
れることで、市内はもとより市
外からも多くの来園者が訪れ、
にぎわいが創出され交流人口
が増加

・指定管理者や他団体による魅
力的なイベントの実施を推進し
た。

・指定管理者や他団体による魅
力的なイベントの実施を推進し
た。

・指定管理者や他団体による魅
力的なイベントの実施を推進す
る。

・安満遺跡公園における
イベントの実施数

431回 487回 ４００回 ・指定管理者や他団体による魅力的な
イベントの実施を推進することで、市
内外から多数の来園者が訪れている。

・指定管理者や他団体による魅力的な
イベントの実施を推進する。

7 1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

・企業進出状況
（成合南地区）

4社 ９社 ９社

2-(1)　新た
な財源の創
出

・土地区画整理事業の進
捗率
（成合南地区）

100% － －

8 2-(1)　新た
な財源の創
出

企業立地促
進による税
収の増

・企業立地促進制度の指
定事業所（件数）

43件
※制度開始(H18)か
らの累計

45件
※制度開始(H18)か
らの累計

47件
※制度開始(H18)か
らの累計

財政効果額 318,370,000円 318,180,200円 318,180,200円

・「第３次高槻市立認定こども園配置
計画」に示した3つの取組項目につい
て計画期間での完了を目指し、着実に
進めている。

・引き続き計画を周知するとともに取
組を進める。

①富田認定こども園について、
運営主体である(社福)高槻市社
会福祉協議会が旧富田保育所跡
地に新園舎を整備する期間中に
使用する仮園舎を旧富田幼稚園
地内に引き続きリースにて設置
した。

②前年度に引き続き、公立施設
において受入れ可能な３歳の枠
を活用し、地域型保育事業所の
卒園児を優先的に受け入れると
ともに、地域型保育事業所を対
象とする研修を実施し、保育の
質の向上を図った。

（成合南地区）
組合施行の土地区画整理事業による
道路・公園等の公共施設整備が令和４
年度に完了し、その後、インターチェン
ジの利便性をいかした企業が順次進
出するなど新たな拠点が形成された。
（前島地区）
令和6年度は、自治会と意見交換を
行った。

・前島地区では、大阪府による道路整
備の動向を注視するとともに、地域主
体のまちづくり活動の熟度に応じて、
道路整備と合わせた沿道のまちづくり
に取り組む。

・胃がん検診への胃内視鏡検査
導入を自己負担額無料により
行うことで、次世代を見据えた
胃がん等の疾病対策を更に推
進し、医療環境を向上させるこ
とで、健康寿命を延伸
・本事業を始めとする各種保健
施策を効果的にPRし、定住人
口増加に寄与する。

・個別通知、セット検診、保育付
き検診の実施、がん検診の無料
化を継続し、医師会・医療機関と
連携して安全で質の高い検診を
市民に提供するとともに、検診
精度管理を実施
・胃がん対策については、胃がん
検診における胃内視鏡検査を継
続して実施するとともに、成人ピ
ロリ菌検査や中学生ピロリ菌対
策事業を同様に実施

・個別通知、セット検診、保育付
き検診の実施、がん検診の無料
化を継続し、医師会・医療機関と
連携して安全で質の高い検診を
市民に提供するとともに、検診
精度管理を実施
・胃がん対策については、胃がん
検診における胃内視鏡検査を継
続して実施するとともに、成人ピ
ロリ菌検査や中学生ピロリ菌対
策事業を同様に実施

・個別通知、セット検診、保育付
き検診の実施、がん検診の無料
化を継続し、医師会・医療機関と
連携して安全で質の高い検診を
市民に提供するとともに、検診
精度管理を実施予定
・胃がん対策については、胃がん
検診における胃内視鏡検査を継
続して実施するとともに、成人ピ
ロリ菌検査や中学生ピロリ菌対
策事業を同様に実施予定

・子宮頸がん・乳がん検診で、受診率が
向上している。がん精密検査受診率に
ついては、高い受診率を維持してい
る。

・公立施設において増大する保
育需要と、公立幼稚園の入園児
の減少等の様々な諸課題のう
ち、早期に対応すべき課題の解
決に向けて計画を策定し、より
良い就学前の教育・保育環境を
整備

・将来にわたって持続可能な都
市経営を行っていくため、土地
区画整理事業等の面的整備に
より、多様な都市機能が集積し
た拠点性の高い市街地を形成
する。

・第2期まち・ひと・しごと創生総
合戦略の主旨に基づき、各部の
取組を進めた。

・第2期まち・ひと・しごと創生総合戦
略に基づき、各部において取組を進め
ながら、進捗管理を実施した。人口に
ついては、前年に引き続き令和６年も
社会増を達成するなど、これまでの取
組の効果が表れてきている。令和７年
度以降については、第３期まち・ひと・
しごと創生総合戦略に掲げた目標の
達成に向けて各種取組を進めていく。

・第2期まち・ひと・しごと創生総
合戦略の主旨に基づき、各部の
取組を進めた。
・第2期まち・ひと・しごと創生総
合戦略の計画期間が満了するた
め、国のデジタル田園都市国家
構想総合戦略や第６次高槻市総
合計画を踏まえ、第３期まち・ひ
と・しごと創生総合戦略を策定し
た。

・地方創生に係る国の動向を注
視しながら、第３期まち・ひと・し
ごと創生総合戦略の主旨に基づ
き、各種取組を進める。

まち・ひと・し
ごと創生総
合戦略の推
進

・人口増に資する施策を検討・
実現させ、より一層充実させる
ことで、市全体に活力が生まれ
る未来志向の改革を推進

・市内の創エネ・省エネ機器の普
及促進を図り、市域における温
室効果ガス排出量を2030年
度に2013年度比で30％削減
を実現し、環境基本計画で掲げ
る望ましい環境像である「地球
規模で考え、身近なことから行
動するまち」を目指す。

・市域内に産業用地が少ない本市の特
性を踏まえ、企業立地に繋がる可能性
のある市有地や企業跡地、開発計画等
に関する情報を収集し、企業立地の実
現を図る必要がある。

・企業と連携するイベントやビジネス
コーディネーター事業による企業ヒア
リング情報等、あらゆる機会を捉えて
企業立地につながる情報を得て、新た
な企業立地の実現を図る。

・「エコハウス補助金」については、コン
スタントに活用され住宅の省エネ化に
一定の効果を挙げている。
・「民間事業者省エネルギー設備等導
入事業費補助金」については、コンス
タントに活用され市内事業場の省エネ
化に一定の効果を挙げている。
・「集合住宅省エネルギー補助金」につ
いては、令和6年度は相談が数件あっ
たものの、応募が0件であったため、
引き続き周知を図っていく必要があ
る。

・引き続き受診勧奨に努める。また、精
検未受診者への働きかけを積極的に
行っていく。

より良い教
育・保育環境
の整備に向
けた認定こど
も園配置計
画の推進

高槻インター
チェンジや幹
線道路整備
に伴う新市街
地の形成

・地方創生に係る国の動向を注視しな
がら、第３期まち・ひと・しごと創生総
合戦略の主旨に基づき、各種取組を進
める。

省エネ・再エネに係る補助金制度とし
ては個人向け・事業者向け・集合住宅
向けとメニューを揃え幅広く利用でき
る制度があるため、今後は適宜補助要
件を見直しながら、より高い効果を目
指して運用する。

・「エコハウス補助金」の補助金額
を見直し、これに取り組んだ。
・「民間事業者省エネルギー設備
等導入事業費補助金」に取り組
んだ。
・「集合住宅省エネルギー改修補
助金」に取り組んだ。

・「エコハウス補助金」の募集件数
を見直し、これに取り組んだ。
・「民間事業者省エネルギー設備
等導入事業費補助金」に取り組
んだ。
・「集合住宅省エネルギー改修補
助金」に取り組んだ。

・「エコハウス補助金」に取り組む
・「民間事業者省エネルギー設備
等導入事業費補助金」に取り組
む。
・「集合住宅省エネルギー改修補
助金」に取り組む。

取
組
NO

（成合南地区）
土地区画整理組合への技術的支
援等
（前島地区）
土地利用検討、地元まちづくり
活動支援

（成合南地区）
土地区画整理組合への技術的支
援等
（前島地区）
自治会との意見交換

（成合南地区）
土地区画整理組合への技術的支
援等
（前島地区）
自治会との意見交換

・高槻市立就学前児童施設の在
り方に関する基本方針に基づき
令和６年６月に「第３次高槻市立
認定こども園配置計画」（計画期
間：令和７年度～１１年度）を策定
し、以下３つの取組項目に着手す
ることを決定した。

①公立幼稚園5園における3年
保育（1号認定）の実施

②公立保育所及び公立幼稚園の
認定こども園化

③その他公立施設の民営化計画
の検討

①公立幼稚園5園における3年
保育（1号認定）を実施する。

②芥川・阿武野認定こども園化
に向けて給食室等整備及び、北
清水・松原認定こども園化に向
け、実施設計、内部改修を実施。
また、令和9年度に民営認定こど
も園化を予定している磐手保育
所について、事業者の選定に関
する必要事項について調査・審
議を行うため、選定委員会を開
催する。

③引き続き、その他公立施設の
民営化計画の検討を行う。

創エネ、省エ
ネ機器の補
助メニューの
見直し

1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

・企業立地促進条例に基づく奨
励制度の活用等を通じて、市内
外の企業による事業所の新設
等を促進し、税収の増加を図
る。

・企業立地奨励金により企業の
事業所の新設等を支援し、建物
及び設備の更新による事業所
税、固定資産税等の税収増加を
実現した。

・企業立地奨励金により企業の
事業所の新設等を支援し、建物
及び設備の更新による事業所
税、固定資産税等の税収増加を
実現した。

・企業立地奨励金により企業の
事業所の新設等を支援し、建物
及び設備の更新による事業所
税、固定資産税等の税収増加を
図る。

資料１

1



改革項目 着手事項 目指す姿 取組 取組指標 取組状況への評価・課題 今後の取組方針

令和５年度（実績） 令和６年度（実績） 令和７年度（見込） 指標 令和５年度（実績） 令和6年度（実績） 令和７年度（見込）

取
組
NO

9 2-(1)　新た
な財源の創
出

市内企業の
新規事業や
事業拡大の
ための設備
更新支援

・市内企業の新規事業や事業拡
大のための設備更新を支援す
ることで、ものづくり企業の生
産性の向上による経営基盤の
安定化を促進するとともに固定
資産税などの市税収入の増加
を図る。
・機械装置はその耐用年数ごと
に、取得後数年間かけて価値を
減少させていくことから、複数
年にわたり税収をもたらす。ま
た、設備投資の増強は、売上拡
大や新たな雇用の創出につな
がることから法人市民税を始め
とする各種の税収増にもつなが
るほか、地域経済に好循環を生
み出す。

・ビジネスコーディネーターの取
組として、国の「ものづくり補助
金」の申請支援を行い、企業の設
備更新による固定資産税等の税
収を確保した。

・ビジネスコーディネーターの取
組として、国の「ものづくり補助
金」等の申請支援を行い、企業の
設備更新による固定資産税等の
税収増を図った。

・ビジネスコーディネーターの取
組として、国の「ものづくり補助
金」等の申請支援を行い、企業の
設備更新による固定資産税等の
税収増加を図る。

・設備更新支援の実施件
数

１件 制度紹介・支援：3件
（うち採択：0件）

3件 ・令和6年度見込３件に対して実績は3
件。

国による「ものづくり補助金」等の制
度は、経済情勢等により採択方針や審
査内容の難易度が変動するため、時期
に応じた情報提供と支援を行う必要
がある。

・ビジネスコーディネーターによる企
業訪問やヒアリング等を通じた企業と
の緊密な関係構築を通じて、市内企業
の新規事業や設備更新等の促進を図
る。

10 2-(1)　新た
な財源の創
出

中小企業の
生産性向上
支援事業

・中小企業の労働生産性向上を
実現するという法の目的は、本
市中小企業施策と合致するも
のであることから、中小企業の
生産性向上投資を強力に後押
しし、労働生産性を向上させ
る。

・中小企業が策定した「先端設備
等導入計画」の認定を行った。

・中小企業が策定した「先端設備
等導入計画」の認定を行った。

・中小企業が策定した「先端設備
等導入計画」の認定を行う。

・「先端設備等導入計画」
の認定を行った企業数

15社 6社 6社 ・令和6年度見込10件に対して実績は
6件。
　物価・エネルギー費用の高騰等によ
る設備投資への下押し圧力の影響等
から、新規認定については前年度を下
回る実績となった。
　他方で、一定数の市内企業が制度活
用を通じて設備投資を行ったことか
ら、中小企業の生産性向上に寄与した
ものと考えられる。

・令和７年度より、本制度に基づき賃
上げ表明を行う場合に2年間の固定
資産税の特例措置が実施されたこと
を受け、引き続き制度周知を通じた中
小企業の設備投資促進による生産性
向上を図る。

11 2-(1)　新た
な財源の創
出

民間事業者
による収益
施設の設置

・民間事業者による店舗営業と
協力しながら公園の魅力向上に
努めた。

・民間事業者による店舗営業と
協力しながら公園の魅力向上に
努めた。

・民間事業者による店舗営業と
協力しながら公園の魅力向上に
努める。

６店舗 ６店舗 ６店舗

財政効果額 24,815,520円 24,815,520円 24,815,520円
12 2-(1)　新た

な財源の創
出

公園施設へ
のネーミング
ライツや企業
広告等の導
入

・安満遺跡公園を始めとして、
ネーミングライツや案内板等へ
の企業広告、デジタルサイネー
ジなどを導入し、公園運営のた
めの財源を確保
・市民や企業からベンチや植樹
の寄附を募り、同公園に対して
愛着を持ってもらう

・高槻城公園整備事業において、
ネーミングライツや企業広告等
の導入の検討を行った。

・高槻城公園整備事業において、
ネーミングライツや企業広告等
の導入の検討を行った。

・引き続き、高槻城公園整備事業
において、ネーミングライツや企
業広告等の導入の検討を行う。

・ネーミングライツ事業者
数

4社 4社 4社 ・安満遺跡公園においては、ネーミン
グライツ収入により維持管理経費の縮
減に寄与した。

・「公園経営」の視点も持ちながら、「市
民とともに育てつづける」公園づくり
に取り組む。

財政効果額 3,623,750円 3,760,000円 3,760,000円
13 2-(1)　新た

な財源の創
出

ふるさと寄附
金推進事業

・本市の魅力あるまちづくりを
応援しようとする個人または団
体から寄附金を募り、財源の確
保を行う。

725,558,317円 793,631,656円 800,000,000円 ・ふるさと寄附受入額 725,558,317円 793,631,656円 800,000,000円 ・新規返礼品の導入
・寄附者に訴求力の高い寄附申込サイ
トづくり
・メルマガや広告等を活用しPR
・リピーター獲得に向けた取組
・関係人口の創出及び地域経済の活性
化

財政効果額 423,616,317円 497,658,656円 399,950,000円
14 2-(1)　新た

な財源の創
出

エネルギーセ
ンターにおけ
る高効率ご
み発電の導
入による売
電収入の増
及び電力購
入額の削減

エネルギーセンターにおける高
効率ごみ発電の導入

エネルギーセンターにおける高
効率ごみ発電の導入

エネルギーセンターにおける高
効率ごみ発電の導入

買電額
売電額

（買電額）
【令和5年度】
電力購入額
33,508千円
【平成29年度】
電力購入額
58,161千円
（売電額）
【令和5年度】
電力売却額
381,66１千円
【平成29年度】
電力売却額
76,582千円

（買電額）
【令和6年度】
電力購入額
３５,３９５千円
【平成29年度】
電力購入額
58,161千円
（売電額）
【令和6年度】
電力売却額
２２０,６６８千円
【平成29年度】
電力売却額
76,582千円

（買電額）
【令和7年度（見込）】
電力購入額
４１,６８２千円
【平成29年度】
電力購入額
58,161千円
（売電額）
【令和７年度（見込）】
電力売却額
１５８,００６千円
容量価値売却額
20,608千円
【平成29年度】
電力売却額
76,582千円

・高効率発電を有する第三工場を基幹
工場とし、ごみ焼却で発生するエネル
ギーをより多く電気として利用するこ
とができた。

・現在の施設運用を継続する。また、発
電設備に対する新たな容量価値取引
に対応し、歳入確保を図る。

財政効果額 329,732,000円 166,852,000円 118,511,000円
15 2-(2)　公有

財産処分・貸
付の推進

公共施設等
の最適化の
推進

・普通財産の処分件数・
処分額

処分件数:45件
処分額：61,711千円

処分件数：２１件
処分額：15,513千円

未定

3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

・入札による飲料用自動
販売機設置数・貸付額

件数：20施設25台
貸付額：10,273千円

件数：20施設25台
貸付額：10,273千円

件数：19施設23台
貸付額：9,833千円

・未利用地の数・面積 25件、16,128.04
㎡

23件、19,620.53
㎡

未定

財政効果額 71,984,000円 25,786,000円 未定

・公共建築物に係る個別施設計
画の進捗管理を実施した。
・新型コロナウイルスの経済影響
を勘案しながら、具体的な売却
に向けた検討を実施。
・固定資産台帳の活用検討
・不用財産の払下げ・貸付けの実
施

・使用料収入に伴う維持管理費の縮減
や、公園の魅力向上に寄与した。

・安満遺跡公園及び高槻城公園の民間
事業者による店舗営業と協力しなが
ら公園の魅力向上に努める。

・公共建築物に係る個別施設計
画の進捗管理を実施した。
・具体的な売却に向けた検討を
実施。
・固定資産台帳の活用検討
・不用財産の払下げ・貸付けの実
施

・施設所管課及び関係所管課と情報共
有を図り、「公共施設等総合管理計画」
に基づく「個別施設計画」の進捗管理
を実施した。また、PDCAを実施する
ための全庁的な仕組みを構築した。さ
らに、公有資産の利活用に向けて取り
組んだ。
・令和6年度については、２１件の普通
財産の処分を実施する等、積極的な公
有財産の活用・処分を行った。

・公共施設等総合管理計画に基
づく個別施設計画を策定し、計
画に沿って適切に維持管理・更
新を行い、施設等の有効活用を
推進する。
・土地・建物の異動、使用状況、
今後の計画などの情報を遅滞
なく総合的に集約し、資産の利
活用、特に貸付けや売却などと
いった積極的な公有財産の活
用・処分を実現

・公共建築物に係る個別施設計
画の進捗管理を実施する。
・個別施設計画を更新する。
・具体的な売却に向けた検討を
実施。
・固定資産台帳の活用検討
・不用財産の払下げ・貸付けの実
施

・民間事業者が運営する収益施
設を安満遺跡公園及び高槻城
公園内に設けることで、使用料
収入に伴う維持管理費の縮減
や、公園の魅力を向上させる。

・決定した出店者数（累
積）

3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

・平成31年4月からは、第三工
場で4，300ｋＷの高効率ごみ
発電を導入する。また第二工場
はこれまでどおりごみ発電を継
続することにより、売電の増加
と買電の減少を達成する。ま
た、第三工場バイオマス由来の
電力は再生可能エネルギーの固
定買取制度（FIT制度）の適用
を受け、更なる歳入の増加を行
う。

・長期的な視点で計画的に公共建築物
の更新・統廃合・長寿命化などを行
い、財政負担の軽減・平準化を図るた
め、公共施設等総合管理計画及び公
共建築物最適化方針に基づいた具体
の対応方針である個別施設計画の進
捗管理を行い、計画に基づく取組を推
進するとともに必要に応じて計画の
更新を行う。
・未利用地の処分や活用にあっては、
個別の状況も踏まえた上、費用対効果
を見込みながら、基本的には積極的な
売払いや貸付け、活用を図っていく。

・本制度は、寄附者が寄附先を選択す
る動機として、返礼品に依るところが
大きく、お肉や果物、野菜、魚等の特
産品を保有する自治体に寄附が集ま
る傾向にある。
そのため、本市のような都市型の自治
体は、寄附金の受入に苦慮している状
況であるが、この様な状況下でいかに
寄附を集めていくかが課題である。
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改革項目 着手事項 目指す姿 取組 取組指標 取組状況への評価・課題 今後の取組方針

令和５年度（実績） 令和６年度（実績） 令和７年度（見込） 指標 令和５年度（実績） 令和6年度（実績） 令和７年度（見込）

取
組
NO

16 2-(2)　公有
財産処分・貸
付の推進

公有財産の
貸付・売却等
の推進

・普通財産の処分件数・
処分額

・令和6年度については、２１件の普通
財産の処分を実施する等、積極的な公
有財産の活用・処分を行った。

・未利用地の処分や活用にあっては、
個別の状況も踏まえた上、費用対効果
を見込みながら、基本的には積極的な
売払いや貸付け、活用を図っていく。

・入札による飲料用自動
販売機設置数・貸付額
・未利用地の数・面積

17 2-(3)　課税
対象の的確
な把握と滞
納処分の徹
底、不納欠損
額の縮小

課税対象の
的確な把握
による税収
の確保

・法定調書の入手
・申告指導の実施
・賦課決定

・法定調書の入手
・申告指導の実施
・賦課決定

・法定調書の入手
・申告指導の実施
・賦課決定

・個人住民税の未申告調
査に基づく新規課税額

15,481千円 １３,７１２千円 約11,000千円 ・引き続き法定調書を活用した課税対
象把握を適切に実施することはもと
より、事務コストと取組成果の均衡を
適正に保つため、更なる実施手法の省
力化や法定調書の活用について検討
を進める。

財政効果額 15,481,000円 13,712,000円 約11,000,000円
・「対象事業を営むもの、対象資
産を有するものの申告は義務
であり、正当な理由なく申告し
ないのは義務違反である。よっ
て、税務職員が行うことは申告
折衝ではなく、義務違反に対す
る申告指導である。」というスタ
ンスに立ち、未申告者縮減の取
組を計画的に行い、新規課税額
を増加。

・所管税目について引き続き調
査や資料収集等を実施
・申告指導勧奨、指導後未申告で
国税資料等での裏付けがある場
合には職権で決定課税
・既申告内容に疑義があると推
測される者へ修正申告の指導勧
奨、指導後未修正の場合で国税
資料等での裏付けがある場合に
は職権で更正

・調査、資料収集等
・未申告者へは申告指導勧奨、既
申告内容に疑義があると推測さ
れる既存申告者へは修正申告指
導勧奨
・指導後も未申告や未修正の場
合で、国税資料等の裏付けがあ
る場合には職権で決定課税、増
額更正

・調査、資料収集等
・未申告者へは申告指導勧奨、既
申告内容に疑義があると推測さ
れる既存申告者へは修正申告指
導勧奨
・指導後も未申告や未修正の場
合で、国税資料等の裏付けがあ
る場合には職権で決定課税、増
額更正

・所管税目（固定資産税
償却資産、法人市民税、
事業所税、入湯税等）に
係る未申告者調査等に
よる新規課税金額

約７６，７００千円 約６３，９００千円 (不測) ・取組内容の推進と強化
引き続き適正な申告に向けた取組を
実施
既存申告内容の精査修正から増額更
正につなげる取組を実施

財政効果額 約76,700,000円 約63,900,000円 (不測)
18 2-(3)　課税

対象の的確
な把握と滞
納処分の徹
底、不納欠損
額の縮小

債権管理体
制の強化

・税外債権の不納欠損額 139,676,669円 147,544,221円 未定

・税外債権の滞納額 1,806,024,532円 1,803,110,753円 未定

19 2-(3)　課税
対象の的確
な把握と滞
納処分の徹
底、不納欠損
額の縮小

滞納処分と
公売の促進

・不動産公売を実施することで
市税債権の確保を図るととも
に、その抑制効果により納付意
識を高め、新たな滞納発生を防
止

・不動産差押中の案件のうち、他
に解決の見込みがないものにつ
いて不動産公売を軸に折衝を継
続し自主納付により解決

・不動産差押中の案件のうち、他
に解決の見込みがないものにつ
いて不動産公売を軸に折衝を継
続し自主納付により解決

・不動産差押中の案件のうち、他
に解決の見込がないものについ
ては今後も不動産公売を軸に折
衝を行い、解決に至らない場合
は不動産公売を実施予定

・不動産公売実施件数 0件 ０件 １件 ・平成28年度に不動産公売に関する
事務をマニュアル化し、不動産公売を
実施。その後、マニュアルを活用し事務
のノウハウ継承に努め、徴収業務の1
つの手法として不動産公売が定着し
た。これにより不動産公売による直接
的効果だけでなく、その抑制効果によ
り納税意識を高め新たな滞納発生を
防止している。

・今後も継続して適宜不動産公売を実
施していく。

20 2-(4)　受益
者負担の見
直し（使用
料・手数料
等）

施設使用料
等の検証及
び見直し

・施設等使用料や各種手数料の
適正化により歳入確保が図ら
れ、みらい創生が進められてい
る。

・引き続き使用料の現状につい
て情報収集を行うとともに検討
を行った。

・引き続き使用料の現状につい
て情報収集を行うとともに検討
を行った。

・使用料等について現状の把握
及び検証に取り組むとともに、
使用料・手数料の算定基準の明
確化について検討する。

－ － － － ・引き続き使用料の現状について情報
収集を行うなどの準備を進めた。

・使用料・手数料の算定基準の明確化
にかかる検討を進める。

21 3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

市営住宅建
替事業への
PFI制度導入

・老朽化が著しくかつ耐震性に
課題のある市営富寿栄住宅の
建替事業を推進し、良好なセー
フティネット住宅を供給する。
・実施にあたっては、民間のノウ
ハウ、技術力、資金力を活用し
たPFI事業手法を検討し、地域
の活性化にもつながる建て替え
を目指す。

・PFI事業契約に基づく建替事
業の推進
（１工区建設工事、１次移転及び2
工区設計等）

・PFI事業契約に基づく建替事
業の推進
（１次解体工事、2工区設計、2工
区建設工事等）

・PFI事業契約に基づく建替事
業の推進
（2工区建設工事、２次移転、２次
解体工事等）

－ － － － ・締結したPFI事業契約に基づき、建
替事業を実施していく。

財政効果額 令和2～８年度　　約1,670,000,000円
22 3-(1)　施設

等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

・新たな土地利用の検討
・鉄道事業者等との意見交換の
実施

・新たな土地利用の検討
・鉄道事業者等との意見交換の
実施

・新たな土地利用の検討
・鉄道事業者等との意見交換の
実施

－ － －

1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

2-(1)　新た
な財源の創
出

23 3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

・学校教育審議会を６回開催し、
本市の義務教育学校設置の在り
方について、調査及び審議を
行った。

・本市の義務教育学校設置の在
り方について、調査及び審議を
行う。

1-(3)　交流
人口・定住人
口増加に向
けた取組の
推進

3-(5)　外部
化の推進

・学校教育審議会を適正かつ円滑に運
営し、審議会での審議を踏まえ、義務
教育学校について検討を進める。

－ －義務教育学
校の整備に
向けた取組
について

・施設一体型を含む義務教育学
校を設置し、義務教育９年間の
一貫性・連続性のある教育活動
を実施することで、これまでの
連携型小中一貫教育の効果を
さらに高め、児童生徒の学力の
向上や豊かな人間性の育成を
目指す。

－ － ・義務教育９年間の一貫性・連続性の
ある教育活動を通じて、児童生徒の学
力向上や豊かな人間性の育成を目指
すため、義務教育学校の設置につい
て、学校教育審議会での審議を踏まえ
た検討を進めた。

・義務教育９年間の一貫性・連続
性のある教育活動を実施するた
め、義務教育学校の設置を含む
これからの学校教育の在り方を
検討いただく審議会等の立ち上
げに向けて、準備・検討を進めて
いく。

・令和６年度は、新たな市街地形成に
ついて鉄道事業者と意見交換を行っ
た。

・鉄道事業者の経営回復の状況等を踏
まえ、引き続き、鉄道事業者と新市街
地の形成等について意見交換を行う。

萩之庄・梶原
地域における
新市街地の
形成による
市税収入の
増加

・当該地域が高槻インターチェ
ンジや高槻東道路の開通等に
より交通利便性が高まってお
り、この地域特性をいかしたま
ちづくりを進めることが重要で
あることなどから、新たな市街
地形成について、関係機関と意
見交換を行い、将来にわたって
持続可能な都市経営を行って
いくため、多様な都市機能が集
積した拠点性の高い市街地を
形成する。

－

・生命保険会社等から個人に対
し支払われた一時金や報酬等に
ついて、支払者より提出されて
いる法定調書を取得・調査の
上、住民税の賦課決定を行い、
新規課税額の増加を推進。その
上で、申告の義務違反に対する
申告指導を実施し、未申告者の
縮減に努める。

・毎年取り組む中で、実施手法の効率
化、省力化を図っており、円滑に事務
を遂行できている。
一方で、調査に伴う申告指導により未
申告者の翌年以降の手続適正化が進
むこと等で、調査対象の母数は今後逓
減するものと見込んでいる。そのた
め、今後は事務コストと取組成果の均
衡について留意する必要がある。

・債権管理業務について、各課
における事務レベルの底上げを
図りつつ、管理・執行体制の見
直しを図ることで、債権管理を
一層推進し不納欠損額を縮減

・土地・建物の異動、使用状況、
今後の計画などの情報を遅滞
なく総合的に集約し、資産の利
活用、特に貸付けや売却などと
いった積極的な公有財産の活
用・処分を実現

・新型コロナウイルスの経済影響
を勘案しながら、具体的な売却
に向けた検討を実施。
・固定資産台帳の活用検討
・不用財産の払下げ・貸付けの実
施

・具体的な売却に向けた検討を
実施。
・固定資産台帳の活用検討
・不用財産の払下げ・貸付けの実
施

・具体的な売却に向けた検討を
実施。
・固定資産台帳の活用検討
・不用財産の払下げ・貸付けの実
施

・平成28年度から本取組を開始し、令
和元年度から令和５年度までの５年間
で2億8,900万円の実績効果を上げ
てきた結果、新たな未申告者把握に伴
う遡及課税件数・税額は減少しつつあ
る。この取組において把握し指導した
未申告者はその後は毎年度通常に申
告提出する者となり、前年度実績を元
に翌年度以降適正化され、課税額が着
実に増加していくこととなる。

・富寿栄住宅建替事業について、ＰＦＩ
事業者により解体工事、設計、建設工
事等を実施した。これらに対しＰＦＩ事
業契約に従い、モニタリングを行った
ところ、適正に実施されており、効率
的かつ効果的に事業が進められてい
ることを確認した。
・課題としては、入居者に丁寧な移転
等の説明を行うとともに近隣住民な
どの意見等にも適切に対応し、ご理
解・ご協力が得られるように努め、円
滑な事業進捗を図る必要がある。

・債権管理の一層の適正化や不
納欠損額の縮減等に向けた取組
を実施
・一部の業務（財産調査、現地訪
問、相続人調査等）を集約して実
施
・債権の移管を受け、法的措置や
徴収業務の実施
・外部講師による研修の実施

・債権管理の一層の適正化や不
納欠損額の縮減等に向けた取組
を実施
・一部の業務（財産調査、現地訪
問、相続人調査等）を集約して実
施
・債権の移管を受け、法的措置や
徴収業務の実施
・外部講師等による研修の実施

・債権管理の一層の適正化や不
納欠損額の縮減等に向けた取組
を実施
・一部の業務（財産調査、現地訪
問、相続人調査等）を集約して実
施
・債権の移管を受け、法的措置や
徴収業務の実施
・外部講師等による研修の実施

・評価については、債権所管課に対し
て、ヒアリングや研修等により指導・支
援を行うことで、債権管理業務のスキ
ルを向上させ、債権管理の効率化と適
正化が図れた。また、市税の徴収ノウ
ハウを活用して税外債権の徴収困難
債権を徴収・整理することで、所管課
では徴収困難であった滞納の解消が
図れた。
・課題については、引き続き債権所管
課への支援や指導を行いながら、徴収
困難な税外債権の徴収強化を図る必
要がある。

・債権所管課に対して、ヒアリングや研
修等を通じて、所管課へ債権管理の適
正化を推進させるとともに、より効果
的な指導や支援を検証する。また、市
税の徴収ノウハウを活用して、税外債
権の徴収困難債権の移管を受け、法
的措置を中心とした徴収強化を引続
き実施する。

取組Ｎｏ１５と同じ

3



改革項目 着手事項 目指す姿 取組 取組指標 取組状況への評価・課題 今後の取組方針

令和５年度（実績） 令和６年度（実績） 令和７年度（見込） 指標 令和５年度（実績） 令和6年度（実績） 令和７年度（見込）

取
組
NO

24 3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

学校給食の
効率的な運
営手法の検
討

・安心・安全でおいしい給食を
今後も提供するために、将来の
児童生徒数の減少や学校の統
廃合、学校敷地内の幼稚園の状
況など、アセットマネジメントの
視点も踏まえながら、親子調理
方式を拡大することで、効率
的・効果的に将来にわたって持
続可能な学校給食を運営して
いく。

・これまでの具体的な検討や調
査結果を踏まえた上で、短期的
な視点（親子方式拡充）と中長期
的な視点（給食センター方式導
入）とに分けて、持続可能な学校
給食の提供方法と、その実現に
向けての運営手法について関係
課において協議を進めた。

・持続可能な学校給食の提供方
法を模索する中で、親子方式拡
充のための現場調査など具体的
な運営手法や実施時期について
検討を進めた。
また、中長期的な視点として検
討する給食センター方式の導入
についても、その立地場所や費
用対効果も含め検討を進めた。

・持続可能な学校給食の提供方
法を模索する中で、親子方式拡
充の課題等を踏まえ、給食セン
ター方式の導入について、その
立地場所や建設手法、また費用
対効果も含め、関係課において
連携しながら、具体的な検討を
進めていく。

－ － － － ・老朽化する給食室の実情や課題を踏
まえながら、今後も学校給食を安定し
て継続していくための方法を、多角的
に検討することができている。

・今後の児童生徒数の推移や、義務教
育学校の設置も視野に入れながら、安
定的かつ合理的に学校給食の提供を
継続していくための整備計画を、関係
課において連携しながら策定してい
く。

25 3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

・摂津峡キャンプ場の利便性と
魅力の向上に向け、集客施設と
してリニューアルの検討を行っ
た。

・引き続き、摂津峡キャンプ場及
びその周辺の利便性と魅力の向
上に向け、集客施設としてリ
ニューアルを検討する。

－ － － －

2-(4)　受益
者負担の見
直し（使用
料・手数料
等）

3-(5)　外部
化の推進

26 3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

消防通信指
令業務の共
同運用（高槻
市・島本町）

・消防緊急情報システムの更新
に係る整備費用や、導入後の保
守費用の削減を図る。

消防指令システムの更新に合わ
せ、島本町と連携して整備を進
める消防指令センターのシステ
ムについて、令和７年度の共同
運用開始に向け整備を進めた。

消防指令システムの更新に合わ
せ、島本町と連携して整備を進
める消防指令センターのシステ
ムについて、共同運用の開始に
向けて整備を進める。

－ － － － ・整備状況は順調である。
・消防指令センターの保守について、
現行の内容を見直し、費用削減の検討
が必要である。

・令和７年度の運用開始に向け、シス
テム整備事業者と綿密な調整を行い、
適切な整備を進める。
・消防指令センターの保守について、
現行の内容を見直し、費用削減を検討
する。

財政効果額 385,264円 0円 534,435,772円
27 3-(2)　生産

性の向上
効率的・効果
的な予算編
成手法の検
討

・既存事業の予算要求に際して
は、全ての事業に対し、効果検
証を行い、廃止、縮小、統合も含
め抜本的な経費の見直しを実
施し、効率的で効果的な手法に
よる行財政運営を推進

・改革方針を踏まえた令和６年度
予算編成通知を作成し、予算要
求時に、各部ごとに新規拡充事
業も含めて前年度を下回る目標
を設定するなど、効率的・効果的
な予算編成を行った。

・改革方針を踏まえた令和７年度
予算編成通知を作成し、予算要
求時に、各部ごとに新規拡充事
業も含めて前年度を下回る目標
を設定するなど、効率的・効果的
な予算編成を行った。

・改革方針を踏まえた令和８年度
予算編成通知を作成し、予算要
求時に、各部ごとに新規拡充事
業も含めて前年度を下回る目標
を設定するなど、効率的・効果的
な予算編成を行う。

・経常収支比率 100.2％
（予算ベース）

102.8%
（予算ベース）

103.2%
（予算ベース）

・高齢化の進行に伴う社会保障関係費
の伸びなどにより歳出が増加したこと
で、経常収支比率が前年度を上回るこ
ととなったが、引き続き、全事業ゼロ
ベースでの見直しを行うなど、効率的
で効果的な手法による予算編成を行
う。

・改革方針を踏まえた予算編成通知を
作成し、予算要求時に、各部ごとに新
規拡充事業も含めて前年度を下回る
目標を設定するなど、効率的・効果的
な予算編成を行う。

28 3-(2)　生産
性の向上

人事給与制
度の見直し

・給与制度の改正内容を踏まえ、
人事諸制度の見直しを行った。

・給与制度の改正内容を踏まえ、
人事諸制度の見直しを行った。

・給与制度の改正内容を踏まえ、
人事諸制度の見直しを行う。

－ － － －

3-(3)　人件
費の抑制

29 3-(2)　生産
性の向上

3-(3)　人件
費の抑制

3-(5)　外部
化の推進

財政効果額 63,065,862円 100,631,740円 94,184,200円
30 3-(2)　生産

性の向上
・取組を継続し周知を引き続き
行うことで、更なる働き方の改
善を図った。

・取組を継続し周知を引き続き
行うことで、更なる働き方の改
善を図った。

・取組を継続し周知を引き続き
行うことで、更なる働き方の改
善を図る。

・時間外勤務の総時間数 (一般職級)
約290,000時間
(主査級・副主幹級)
約102,500時間

(一般職級)
約267,300時間
(主査級・副主幹級)
約101,700時間

未定

・職員数（フルタイム） 2,472名 2,458名 2,459名

財政効果額 84,673,000円 0円 0円
31 3-(4)　補助

金の適正化
補助金の妥
当性や必要
性の検証及
び見直し

・補助金支出が適正に行われ、
各種団体の事業が活気づいて
いる状態を実現

・引き続き補助金の現状把握及
び各所属における個別検証を
行った。

・引き続き補助金の現状把握及
び各所属における個別検証を
行った。

・引き続き補助金の現状把握及
び各所属における個別検証を行
う。

－ － － － ・引き続き補助金の現状把握ととも
に、必要に応じて各所属における個別
検証を行った。

・物価高騰等の影響を注視し、市とし
て、国・府の支援策に加え、関連する補
助金事業等を展開するなど、独自の支
援策も打ち出して別の形で進めてい
る状況である。適切な時期に取組が行
えるよう、引き続き補助金の現状把握
に努めるとともに、必要に応じて各所
属における個別検証を行っていく。

32 3-(5)　外部
化の推進

・民間学童保育室の開室
数

３０室 37室 ４４室

・市立学童保育室の開室
数

62室（臨時開室含む） 60室（臨時開室含む） 61室（臨時開室含む）

33 3-(5)　外部
化の推進

・市管理街路灯のLED化
率

97.6% 99.6% 99.7%

・街路灯管理数 26,264灯 26,458灯 26,500灯

財政効果額 10,971,476円 24,516,521円 13,086,453円
34 3-(5)　外部

化の推進
・高槻駅南立体駐車場を含む3
駐車場の在り方検討

・高槻駅南立体駐車場を含む３
駐車場の在り方検討

・高槻駅南立体駐車場を含む３
駐車場の在り方検討
・次期指定管理者の選定

・市営駐車場の数 ３箇所 ３箇所 ３箇所

財政効果額 18,091,000円 18,091,000円 18,091,000円
35 3-(5)　外部

化の推進
ESCO事業
での空調・照
明機器更新
に伴う光熱水
費の削減

令和２年度に導入した総合セン
ターに加え、令和５年度から本館
でもＥＳＣＯ事業を導入した。

取組終了（財政効果額のみ継続） － － － － － － －

財政効果額 33,716,224円 34,101,494円 34,000,000円

摂津峡青少
年キャンプ場
の効率的な
管理運営方
法の検討

79 79 令和元年度の試行を経て、令和２年度
から段階的に取組を進め、計３９校で
校務員配置１名化を行った。

ー

・テレワークの実施要件を改めて定め
たほか、総労働時間削減に向け、週休
日の勤務にかかる取り扱いを改める
など人事諸制度の見直しを行った。

・摂津峡キャンプ場の利便性と
魅力の向上に向け、集客施設と
してリニューアルの検討に着手し
た。

・摂津峡キャンプ場の利便性と魅力の
向上に向け、民間活力の導入を検討
し、集客施設としてリニューアルするた
めの基本計画を策定した。

・摂津峡キャンプ場及びその周辺の利
便性と魅力の向上に向け、民間活力の
導入を検討し、集客施設としてリ
ニューアルを図る。

82・8小学校（4中学校区）について
校務員配置1名化を行った。

・３小学校について校務員配置1
名化を行った。

・学校校務員の職員数
（会計年度任用職員含
む）

・令和７年度末をもって市管理街路灯
の全灯LED化が完了となり、その後は
効果的・効率的な市管理街路灯の管理
手法の検討を行う。

市営駐車場
の統廃合の
検討

・駐車場については、近年は民
間でも同種のサービスが提供さ
れていることから、民間による
経営が可能な場合には市営駐
車場としては廃止し、民間へ貸
付けや売却を行う。

・弁天駐車場については、令和３年度
中に解体及び健康福祉部への所管替
えが完了した。また、施設の老朽化が
進んでおり、引き続き利用状況を注視
しながら在り方検討を行う。

・LED化未実施街路灯（残り約
1,000灯のうち約400灯）の
LED化改修完了

・LED化未実施街路灯（残り約６
00灯のうち約５00灯）のLED
化改修完了

LED化未実施街路灯のうち、改
修可能なLED化に取り組むとと
もに、併せて管理協定締結街路
灯の改修を行い、令和７年度を
もって市管理街路灯の全灯LED
化事業が完了となる。

市管理街路
灯の全灯
LED化の推
進

・市で管理する街路灯のLED化
を推進することで、光熱費（電
気代）等の維持管理費の削減

・待機児童の発生数の抑制と過密状態
の解消、多様化する市民ニーズへの対
応もできる状態へと取組を進めるた
め、民間学童保育室の設置促進を図
り、民間学童保育室数が増加した。

・引き続き民間学童保育室の設置促進
を図るとともに、民間学童保育室の必
要数の精査を行う。

・民間事業者の活用
・助成事業の検証
・民間学童保育室運営事業費の
助成
・民間学童保育室環境整備事業
費の助成

・民間事業者の活用
・助成事業の検証
・民間学童保育室運営事業費の
助成
・民間学童保育室環境整備事業
費の助成

・民間事業者の活用
・助成事業の検証
・民間学童保育室運営事業費の
助成
・民間学童保育室環境整備事業
費の助成

・学校内施設である公立学童保
育室を維持しながら、多様な民
間学童保育室を確保すること
で、待機児童の発生の抑制、過
密状態の緩和を図り、増加、多
様化する市民ニーズに対応でき
る状態とする。

学校校務員
体制の見直し

・学校校務員の役割を整理し業
者発注との関係を明確化するこ
とで、人員配置の見直しと外部
委託を適切に推進し、学校の修
繕に係るトータルコストを削減

取組終了（財政効果額のみ継続）

働き方改革
による業務
の効率化の
推進

・働き方改革による業務の効率
化を推進し、職員数や時間外勤
務の縮減と、人員体制の効率化
を図る。

・人事諸制度の見直しを進める
ことで、職員の自発的な能力の
発揮を促し、モチベーションの
維持・向上に努める。

3-(1)　施設
等の有効活
用（統廃合、
多機能・多目
的化の推進）

・施設の適切な管理運営と、自
然豊かな摂津峡の立地をいか
した魅力あるソフト事業の推進
を目指して、民間活用も視野に
入れた、効果的・効率的な管理
運営方法を検討し、学校教育や
自然体験の場として、より一層
市民に親しまれるキャンプ場と
なるよう取り組む。

・市営駐車場３施設について、それぞ
れの特徴を踏まえ、指定管理者制度の
継続だけでなく、様々な管理手法を検
討するとともに、公共施設としてあり
方の検討を進めていく。
令和８年度から利用料金制に変更す
る。

・市庁舎の空調等の設備更新に
当たっては、建物寿命に合致さ
せた計画的な更新スケジュール
として実施するとともに、光熱
水費を削減し長期的な機能維
持を行う仕組みを構築する。

・現行システムの課題を踏まえ、
事業者の実績に基づく企画力、
技術力及び経験等を活かした技
術提案を募り、本市のシステム構
築に最も適した信頼できる事業
者を選定するため、公募型プロ
ポーザルにより事業者を決定
し、契約を締結した。

3-(3)　人件
費の抑制

・現在の勤務実態などを考慮し、職員
がモチベーションの維持・向上を図れ
るような人事諸制度について見直し
を進めていく。

・時間外勤務時間数は、前年度と比較
し減となったものの、人事院勧告に伴
う給与額の引き上げの影響により、時
間外手当額は増となった。

学童保育事
業の民間活
用

・引き続き、業務の効率化を図り、時間
外勤務時間数の削減に努める。また、
業務の効率化への取組を促すととも
に、所属長等へのヒアリング等を通し
て各所属の状況を把握し、適切な職員
配置に努めていく。

・平成26年度から大型街路灯（道路照
明灯）、平成28年度から中型街路灯、
平成30年度からの小型街路灯とリー
ス契約によるLED化を当初の計画ど
おり取り組めたことで、近年の電気代
の高騰による影響があるものの、光熱
費（電気代）を始めとした維持管理費
の削減をすることができ、一定の効果
があったと評価する。

4



改革項目 着手事項 目指す姿 取組 取組指標 取組状況への評価・課題 今後の取組方針

令和５年度（実績） 令和６年度（実績） 令和７年度（見込） 指標 令和５年度（実績） 令和6年度（実績） 令和７年度（見込）

取
組
NO

36 3-(6)　契約
の適正化

随意契約の
現状把握と
検証及び競
争入札の拡
大

・随意契約はあくまでも例外的
に許容されるものであることを
踏まえ、地方自治法の定める要
件を満たしているのか、あるい
は、競争入札に移行すべきかを
改めて検証し、適正な公共調達
を行う。

・適正な事業の実施に向けて、全
庁に取組が浸透するよう研修・
相談等を通じて一層の周知に努
めた。
・競争入札については、引き続き
競争入札の拡大に向け委託業務
の説明会等を通じて周知を図っ
た。

・適正な事業の実施に向けて、全
庁に取組が浸透するよう研修・
相談等を通して周知を継続し
た。
・競争入札については、引き続き
競争入札の拡大に向け委託業務
の説明会等を通じて周知を図っ
た。

・適正な事業の実施に向けて、全
庁に取組が浸透するよう研修・
相談等を通して一層の周知に努
める。
・競争入札については、引き続き
競争入札の拡大に向け、委託業
務の説明会等を通じて一層の周
知に努める。

・一般競争入札の導入件
数

４３件 54件 未定 ・一般競争入札の導入件数は増加傾向
にあるが、引き続き研修・相談等を通
して周知を継続する必要がある。

・引き続き競争入札の拡大に向け、
様々な機会を通じ、全庁に周知を図
る。

37 3-(6)　契約
の適正化

環境に配慮し
た公共施設
における電力
調達

・環境に配慮した電力調達方針
を作成し、同方針に則り、価格
面だけでなく、環境負荷につい
ても配慮した契約を行う。

・高圧受電設備導入施設につい
ては、「高槻市環境に配慮した電
力調達方針」に則り、再生可能エ
ネルギー電気の割合にも配慮し
た入札を実施した。

・高圧受電設備導入施設につい
ては、「高槻市環境に配慮した電
力調達方針」に則り、再生可能エ
ネルギー電気の割合にも配慮し
た入札を実施した。

・高圧受電設備導入施設につい
ては、「高槻市環境に配慮した電
力調達方針」に則り、再生可能エ
ネルギー電気の割合にも配慮し
た入札を実施する。

・環境に配慮した電力調
達の施設数

100施設 99施設 100施設

財政効果額 約18,000,000円 約148,000,000円 約136,000,000円
38 4-(1)　水道

事業の経営
について

水道業務の
一部外部化
に向けた検
討

・新たな外部化の調査・検討 ・水道施設運転監視等業務委託
に、新たに平日昼間の運転監視
業務を追加委託

・新たな外部化の調査・検討 0業務 １業務 ０業務

3-(5)　外部
化の推進

39 4-(2)　自動
車運送事業
の経営につ
いて

市の交通施
策の在り方検
討

・交通ネットワークを維持しなが
ら、バス事業の更なる経営の効
率化に向けた取組を継続

・バス事業の持続的な確保に向
けた方策の検討

・バス事業の持続的な確保に向
けた方策の検討

・バス事業の持続的な確保に向
けた方策の検討

・検討委員会の実施回数 ０回 ０回 未定 ・バス事業の持続的な確保に向けて、
令和3年度を始期とする「高槻市営バ
ス経営戦略」に基づく各種取組を実施
してきた。また、不採算路線の在り方
について検討するとともに、地域公共
交通の在り方について、最適な交通手
段の検討を行ってきた。

・「高槻市営バス経営戦略」に基づく取
組を進めており、今後も経営の状況等
を注視する。また、不採算路線の在り
方について検討を進めるとともに、地
域公共交通の在り方について、最適な
交通手段の導入に向けた検討等に取
り組む。

40 4-(2)　自動
車運送事業
の経営につ
いて

・カプセルトイの持続性を維持す
るため、グッズ内容を拡大した。
・バス停ネーミングライツを新た
に１件追加した。

・新規広告媒体の設置に向け、広
告代理店や各所管部署と引き続
き協議を行う。
・カプセルトイを持続可能なもの
とするためのグッズ内容を検討
する。

６５,５６９,０００円
（税抜）

６５,２２４,０００円
（税抜）

2-(1)　新た
な財源の創
出

財政効果額 20,489,000円 17,018,000円 16,673,000円
41 4-(2)　自動

車運送事業
の経営につ
いて

2,380,643,000円
(税抜)

2,500,445,000円
（税抜）

2,528,965,000円
（税抜）

3-(2)　生産
性の向上

3-(3)　人件
費の抑制

42 4-(3)　外郭
団体の経営
について

外郭団体の
今後の方向
性について
の検討

・利用者サービス向上とともに
経費を縮減し、より効率的・効
果的に外郭団体を経営

・外郭団体が実施する各事業に
ついて引き続き調査・研究等を
進めた。

・外郭団体が実施する各事業に
ついて引き続き調査・研究等を
進めた。

・外郭団体が実施する各事業に
ついて引き続き調査・研究等を
進める。

－ － － － ・令和元年度に定めた方針に基づき、
令和4年4月に文化振興事業団とみど
りとスポーツ振興事業団の統廃合を
完了した。また、令和3年4月に社会福
祉事業団の一部事業について、社会福
祉協議会への事業統廃合・移管を行
い、令和６年３月に社会福祉事業団を
解散した。

・令和元年度に定めた方針に基づく取
組は完了したが、引き続き、各事業に
ついて、より効率的・効果的な実施と
なるよう、調査、研究等の取組を進め
る。

・外郭団体が実施する各事業に
ついて、より効率的・効果的な実
施となるよう検討を進めた。

・外郭団体が実施する各事業に
ついて、より効率的・効果的な実
施となるよう検討を進めた。

・外郭団体が実施する各事業に
ついて、より効率的・効果的な実
施となるよう検討を進める。

－ － － － ・姉妹都市・友好都市と多様な交流を
実施することができた。また、コロナ
禍の経験を活かし、オンラインを活用
して、より効率的・効果的に交流事業
を実施できた。

・各事業について、より効率的・効果的
な実施となるよう検討を進める。

・社会福祉事業団の団体解散に
向けて調整を進め、令和５年度
末に解散した。

社会福祉事業団の清算手続きに
ついて調整を進め、令和6年9月
に清算が結了された。

取組終了（財政効果額のみ継続） － － － － －

財政効果額 約７，０００，０００円 約650,000,000円 約11,000,000円

・水道事業にとってコアな業務
を残し、それ以外の業務を委託
等により外部化し、安定給水に
必要な業務を最小人員で行う
組織を作る。
・水道事業全般について費用対
効果も含めた見直しを行い、最
適化を検討した上で、引き続き
実施していくべき事業について
は、民間企業のノウハウを最大
限活用し、経営を効率化

・新たに外部化を行った
業務数

・直営で実施していた平日昼間の運転
監視業務を外部委託化することによ
り、減少傾向にある技術職員の効率的
な配置が可能となり、業務の将来的な
継続性の確保を図れた。

・更なる経営の効率化に向けて、引き
続き新たな外部化の調査・検討を進め
ていく。

・民間並みの生産性、経営効率
を実現するとともに、安全性や
サービス水準を維持向上させ
る。乗務員の給与水準について
も、時間外勤務の削減、昇給幅
の見直しなどに取り組み、総人
件費の抑制に取り組む。こうし
た取組により市営バスの経営を
強化し、自立経営の徹底を図
る。

・フルタイムの会計年度任用職員
（＊）の任用を行った。（令和6年
４月１日付けで新たに運転士8名
任用）

＊職員数
　正規職員（再任用職員含む）：２
１7人
　フルタイム会計年度任用職員：
22人
　月額制会計年度任用職員：４8
人
　時間額制会計年度任用職員：
10人

・総人件費

69,040,000円
（税抜）

・民間広告代理店のノウハウの活用
や、他の交通事業者の事例研究を通し
て、新たな広告媒体の設定に引き続き
取り組む。また市営バスとしての強み
をいかし、市の事業の広告媒体として
市営バスをより一層活用してもらえる
よう、引き続き市との連携を図る。

・附帯収入としての計上
額

・自動車運転者の労働時間等の改善の
ための基準（改善基準告知）の改正
（2024年問題）に対応するための運
転士の体制整備による人件費の増加
に加えて、人事院勧告に基づく更なる
人件費の上昇等により人件費が増え
たものの、令和7年４月から新たに運
転士8名をフルタイム会計年度任用職
員として任用し、正規職員と比較して
人件費の抑制を図った。

・山間部の路線（樫田・萩谷・川久保）に
ついて、市の交通政策担当部署と連携
し、ＯＤデータの分析や先進事例の調
査、地域住民との対話等により、乗継
拠点の整備やデマンドシステム構築な
ど、市民や地域にとって適切な交通手
段の導入を検討していく。また、バス
運転士の人事給与制度については、経
営状況を注視し、交通部としてふさわ
しい制度となるよう、今後も検討を
行っていく。

・自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準（改善基準告
示）の改正（2024年問題）に対
応するため、路線、ダイヤ、仕業
の一部見直しを実施。
・改善基準告示の改正により必
要な運転士の数が増加したこと
に対応するため、時間額制会計
年度任用職員の任用を行った。
（令和6年度中に4名）
・フルタイムの会計年度任用職員
の任用を行った。（令和7年４月１
日付けで新たに運転士8名任
用）

・山間部の路線（樫田・萩谷・川久
保）について、市の交通政策担当
部署と連携し、ＯＤデータの分析
や先進事例の調査、地域住民と
の対話等により、乗継拠点の整
備やデマンドシステム構築など、
市民や地域にとって適切な交通
手段の導入を検討していく。ま
た、バス運転士の人事給与制度
については、経営状況を注視し、
交通部としてふさわしい制度と
なるよう、今後も検討を行って
いく。

・広告料収入等の市バスの附帯
収入を増加させることで、市営
バスの経営を強化し、自立経営
の徹底を図る。
・市民や乗客にとって便利で快
適なバス停留所施設を整備し、
バス待ち環境を改善する。

・平成30年度から開始した高圧受電
設備導入施設の電力調達入札は価格
面における効果だけではなく、「高槻
市環境に配慮した電力調達方針」に則
ることで温室効果ガス排出量等に一
定配慮した事業者選定ができている。

・令和５年2月に閣議決定された「国及
び独立行政法人等における温室効果
ガス等の排出の削減に配慮した契約
の推進に関する基本方針」において
は、仕様書等に調達する電力に占める
再生可能エネルギー電気の最低限の
割合を明記することとされている。
・そのため、高圧受電設備導入施設に
ついては、引き続き「高槻市環境に配
慮した電力調達方針」に則った上で、
再生可能エネルギー電気の割合にも
配慮した入札を実施する。

・令和５年度の市営バス７０周年記念
グッズ販売の影響から大きく収益が減
少した。しかし、市の事業PRに係るバ
ス車外広告の継続した活用もあり安
定した財源が確保できている状況で
ある。なお、市による事業ＰＲは一過性
の面があり継続性に乏しいことから、
引き続き幅広く市の事業の広告媒体
としての活用をPRするとともに、安
定した収入の確保に繋がる取組が必
要である。

生産性向上
の取組（ダイ
ヤ、仕業、乗
務員の労働
条件の見直
し）

・令和2年度の整理・検討を踏まえ、令
和3年4月1日付けで、社会福祉事業
団が実施する一部事業について、社会
福祉協議会への事業統廃合・移管を実
施したことにより、地域共生社会の実
現に向けた包括的な支援体制整備を
目指す、社会福祉協議会の相談支援
体制等の強化につながった。
・令和５年度末を予定していた社会福
祉事業団の団体解散を完了した。

市バス広告
収入等の附
帯収入の増
加

・市営バス開業70周年を迎える
事から、記念グッズを作成し販売
した。
・広告代理店との協議を踏まえ
て新たな広告媒体を設定すると
ともに、さらなる広告媒体の設
定に向けた協議を継続した。
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